
�金沢市告示第252号
景観法 (平成16年法律第110号) 第８条第１項の規定に基づく金沢市景観計画を変更したので､ 同法第９条第８項

において準用する同条第６項の規定により告示し､ 当該変更後の金沢市景観計画の図書を金沢市都市整備局景観政策

課において公衆の縦覧に供します｡

なお､ 当該変更後の金沢市景観計画は､ 平成25年11月１日からその効力を有するものとします｡

平成25年９月24日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市告示第253号
金沢市景観形成区域内における屋外駐車場の路面の色彩の変更に係る届出等に関する要綱を次のように定める｡

平成25年９月24日

金沢市長 山 野 之 義

金沢市景観形成区域内における屋外駐車場の路面の色彩の変更に係る届出等に関する要綱

(趣旨)

第１条 この要綱は､ 美しい景観のまちづくりを推進するため､ 景観形成区域内における屋外駐車場の路面の色彩の

変更に係る届出等に関し､ 必要な事項を定めるものとする｡

(用語の意義)

第２条 この要綱で使用する用語の意義は､ 金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例 (平成21年条例第

４号｡ 以下 ｢条例｣ という｡) で使用する用語の意義の例によるほか､ 次に定めるところによる｡� 屋外駐車場 道路の路面外の屋外に設置される自動車の駐車のための施設であって､ 建築物又は工作物である

施設以外のものをいう｡� 景観形成区域 伝統環境保存区域､ 近代的都市景観創出区域及び伝統環境調和区域をいう｡

(景観形成区域内における屋外駐車場の路面の色彩の変更の届出)

第３条 景観形成区域内における屋外駐車場の路面の色彩の変更 (以下 ｢色彩変更｣ という｡) をしようとする者は､

景観形成区域内屋外駐車場の路面の色彩変更の届出書 (様式第１号) 正副各１通に別表に掲げる図書を添付して､

市長に届け出るものとする｡ ただし､ 次に掲げる色彩変更については､ この限りでない｡� セメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装 (これらの舗装のうち､ 着色された舗装を

除く｡) をすることに伴う色彩変更� 色彩変更の部分 (自動車の駐車の用に供する部分を表示するための区画線､ 屋外駐車場の入口又は出口を表示

する文字又は線､ 自動車又は歩行者の安全な通行を確保するために必要な文字又は線その他の屋外駐車場として

使用する際通常必要となる文字又は線であって､ 必要最小限のものを除く｡) の面積の合計が50平方メートル未

満となる色彩変更� 景観法 (平成16年法律第110号) 第16条第１項の届出を要する行為に係る色彩変更� 景観法施行令 (平成16年政令第398号) 第10条第３号及び第４号に掲げる行為に係る色彩変更� 条例第15条第２号に掲げる行為に係る色彩変更
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(通知)

第４条 市長は､ 前条の規定による届出があったときは､ その内容を審査し､ 条例第10条第２項の景観形成基準 (屋

外駐車場の路面の色彩に関する基準に限る｡) に適合していると認めるときは､ 適合通知書 (様式第２号) により､

その旨を当該届出をした者に通知するものとする｡

２ 市長は､ 前項の規定による審査を行う場合においては､ 条例第46条の金沢市景観審議会の意見を聴くことができ

る｡

(雑則)

第５条 この要綱に定めるもののほか､ 必要な事項は､ 市長が別に定める｡

附 則

１ この告示は､ 平成25年11月１日から施行する｡

２ この告示は､ この告示の施行の日以後に着手する景観形成区域内における色彩変更について適用する｡

別表 (第３条関係)
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図書の種類 図書の規格 明示すべき事項

位置図 縮尺2,500分の１以上 方位､ 行為地の形状及び付近見取図

平面図 (路面の彩色が

施されたもの)

縮尺2,500分の１以上 方位､ 行為地の境界線､ 路面の色彩を変更する位置及び色彩

(マンセル値を表示したもの) 並びに工作物､ 排水施設その

他主要構造物の位置

現況写真 行為地の２方向以上からの写真及び周辺との関係写真



様式第１号 (第３条関係)

様式第２号 (第４条関係)
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景観形成区域内屋外駐車場の路面の色彩変更の届出書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

届出者 住所

氏名 �
金沢市景観形成区域内における屋外駐車場の路面の色彩の変更に係る届出等に関する要綱第３条の規定により､

次のとおり届け出ます｡

備考

１ 法人その他の団体にあっては､ 住所は事務所の所在地を､ 氏名は名称及び代表者の氏名を記入してください｡

２ ※の欄は､ 該当するものの前の□にレを記入してください｡

場 所

工 事 の 予 定 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

土地所有者の住所及び氏名

設計者の住所及び氏名

施工者の住所及び氏名

区域の種別及び名称 ※

□伝統環境保存区域 ( )

□近代的都市景観創出区域 ( )

□伝統環境調和区域 ( )

許 可 等 を 取 得 す る

他 法 令 の 名 称

色 彩 変 更 の 概 要

色彩変更の

方 法

全 体 面 積 ㎡
色彩変更の

面 積
㎡

路 面
仕 上 げ 材

色 彩

収 第 号

年 月 日

様

金沢市長 印�
適 合 通 知 書

年 月 日付けで届出のあった屋外駐車場の路面の色彩の変更については､ 景観計画に定められた景

観形成基準に適合していると認めるので通知します｡
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平成25年(2013年)９月24日 印刷 発行人 金 沢 市
平成25年(2013年)９月24日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄
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